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6. 関係者の意見等 

6.1 関係地方公共団体からなる検討の場 

6.1.1 実施状況 

立野ダム検証を進めるにあたり、検討主体と関係地方公共団体において相互の立場を理解

しつつ、検討内容の認識を深めることを目的として、検討の場を設置し、平成 24年 9 月 11

日までに検討の場を３回開催した。 

第１回検討の場において確認された検討の場の規約を P6-3～P6-4 に示す。 

また、これまでの検討の場の開催状況は P1-5 の表 1.2.2 検討の場の実施経緯を参照。 

6.1.2 検討主体が示した内容に対する構成員の見解 

○ 平成 23年 1 月 24 日に開催した検討の場（第１回）において検討主体が示した内容に

対する構成員の見解は以下のとおりである。 

〔熊本県〕戸塚土木部長 

・ ２１案を単独案として検討していくという事だが、土地利用や技術的観点からの課

題があり、単独案のみでやるには非常に厳しいのではないかと考えている。そうな

ると組み合わせ案になるかと思うが、組み合わせ案の場合、効果等を定量的に比較

できるかどうか、次回検証するときのポイントになると思う。

・ 県区間についても、土地利用などの制約がどうなのかを地元の市町村の方に確認す

る必要があるし、流域を中心とした対策での対応となると、土地利用や対策実施の

可能性、若しくは時間的な実現性を踏まえ、国の検討結果についてお尋ねしながら、

検討を深めたい。

・ 治水対策案について、今から絞り込んでいくこということであるが、それぞれの自

治体の意見を最大限尊重し、総合評価をして頂きたい。

・ 立野ダムの変更事業費については、事業費の妥当性について庁内で確認したいので、

詳しい資料を提示して頂きたい。

〔熊本市〕高田都市建設局長 

・ 熊本市民にとって、白川の治水安全度の向上は重要な課題である。一日も早く白川

の治水安全度の向上を果たして欲しい。説明ではコストだけで比較されるように感

じたが、時間軸についても勘案し、総合的な評価をして欲しい。

○ 平成 23 年 10 月 14 日に開催した検討の場（第２回）において検討主体が示した内容

に対する構成員の見解は以下のとおりである。 

〔熊本県〕戸塚土木部長 

・ 第１回検討の場でお願いした、事業費関係の資料については、変更の経緯や理由等

について確認し、これらの必要性について、県としても十分認識した。 
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・ 熊本県管理の坪井川への放水については、坪井川の計画流量と同程度の流量が流れ

てくるということであり、県の立場としては非常に厳しい。 

・ 加勢川や緑川の放水路案については、治水上安全なところであればいいが、ここで

も色々な問題を抱えており、流域を越えた放流は地域としての問題が大きくなる恐

れがあると考える。 

・ 都市部の放水路については、地上の土地関係や財産関係等の問題について懸念している。

〔熊本市〕高田都市建設局長 

・ 坪井川への放水路案については、地下に大きな管を通すとなると、想像を超えるよ

うな工事になると思う。 

・ 加勢川への放水路案があるが、加勢川の河川改修自体が遅れているなか、加勢川の

方に水を流していくとなると、これはとんでもないと率直に感じた。 

・ 河道の掘削について、堰管理者や漁協などの関係者との協議が相当必要ではないか

と思う。我々としては１日も早く、白川の治水安全度の向上を強く願っているとこ

ろであり、時間軸でどのくらいかかるかを次回示して欲しい。 

〔菊陽町〕後藤町長 

・ 中流の遊水地案について、菊陽町の優良農地が遊水地となれば大部分の農家が離農

しなければならない状況になることが考えられる。また、地下水の涵養にも影響が

あるのではと思う。他の所についても農地を遊水地に変えるのであれば、農水省の

合意も得られるかという問題もある。 

〔大津町〕家入町長 

・ 近年、ゲリラ豪雨が増えてきているが、一瞬のうちに大変な状況となり、逃げ道も

なくなるような状況になる。また、下流には熊本市の中心街もある。そのためにも

時間的な余裕が必要である。そういった意味で、上流で砂防ダムや貯める施設を作

って、時間的な余裕を作るのが良い。 

〔阿蘇市〕高橋土木部長 

・ 黒川流域の残りの４箇所の遊水地計画について、早急に整備して欲しい。 

○ 平成 24年 9 月 11 日に開催した検討の場（第３回）において検討主体が示した内容に

対する構成員の見解は以下のとおりである。 

〔熊本県〕村田副知事 

・ 総合評価では、ダム案について、コストや時間的な観点から見た実現性の優位性、

環境への影響では環境保全措置の実施により環境への影響をできる限り回避・低減
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されるとの考えも示されていることから、「最も有利な案は立野ダム案である」とい

う考え方は県としても評価できる。 

・ 県民の方からダムについては、環境や安全性などに関する不安の声が寄せられてお

り、十分な説明責任を果たして頂きたい。流域市町村の意見や要望を十分踏まえる

ことが大変肝要であり、その上で迅速に検証を進め、国としての対応方針を決定し

て頂きたい。 

〔熊本市〕幸山市長 

・ 現時点で、ダムの機能面、コスト面や時間的な観点などを総合的に考慮した場合、

他の治水対策案よりもダム案の優位性は高いということを理解することができた。 

・ 関係地方公共団体の長に対する意見聴取も行われることになるが、今後とも必要に

応じて、情報交換をお願いしたい。 

・ 今後、検証の手続きを早急に進め、国の対応方針決定を早期に行って頂きたい。 

・ 立野ダムについての、事業内容や機能、効果、環境面への影響等について、市民に

十分に認識されていない部分がある。今後の検証手続きの意見聴取の段階で、多様

な手段を通じて丁寧に手続きを行って頂くとともに、それ以外でも継続的に広く一

般への周知をお願いしたい。 

〔阿蘇市〕宮川副市長 

・ 阿蘇は農業が主産業であり、特に河川近くの農地は優良農地であるため、重要であ

る。その農地がつぶれると今後の農業政策上でも困るという意見がある。 

・ 平成 24年 7 月洪水を踏まえ、ダム検証の結論に関わらず、国、県連携しながら阿蘇

市における治水対策を考えて欲しい。 

〔大津町〕家入町長 

・ ダム案のコスト、安全性などの優位性について理解したが、一般住民への説明が不

足していると感じている。今後の手続きでは、一般住民への説明についてもしっか

り取り組んで欲しい。 

・ 平成 24年 7 月洪水を踏まえ、ダム検証の結論に関わらず、国、県連携しながら中流

域の治水対策を進めて欲しい。また、地域の安全・安心の確保、農業基盤を守るた

め、気候変動を踏まえたプラスアルファの河川整備をお願いしたい。 

〔菊陽町〕後藤町長 

・ 平成 24年 7 月洪水では農業災害も大きかった。今回被害を受けた農地は、過去にも

幾度となく、被害を受けており、住民の生命・財産を守る上からも早急な対策が必

要である。 

・ ダム以外の案も含めて検討された結果、いかにこのダムが有効であるか解った。ダ

ムと堤防整備による恒久的な治水対策が必要である。 
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・ 平成 24年 7 月洪水で、仮にダムが完成していれば、ダムの貯留量など情報によって

避難勧告等もスムーズに対応出来たのではないかと思う。ダムは防災のハード面だ

けではなく、ソフト面にも非常に寄与するものではないかと思う。 

・ ダム検証を早くとりまとめて頂き、色々な方々に理解して頂くような場をつくりな

がら、早急に治水対策に取り組んで頂きたい。 

〔高森町〕岩田審議員 

・ 雨水貯留や雨水浸透、水田等の保全などの流域対策については、住民に負担がかか

る面もあるので現実的ではない。 

・ 平成 24年 7 月洪水も踏まえて、スピード感を持って治水対策を進めることが大事で

ある。 

〔南阿蘇村〕古庄課長補佐 

・ 今回示された流域対策を含む治水対策案は、その効果やコストを考えれば、地域住民に

これまで以上に負担をお願いすることになるので難しいのではないかと考える。

・ ダム調査開始より 43 年が経過しているが、これまで地域住民をはじめ、本村も協力

を惜しまず立野ダムを推進してきたこともあり、ダムの早期建設を改めてお願いし

たい。 
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「立野ダム建設事業の関係地方公共団体からなる検討の場」 規約 

（名称） 

第１条  本会は、｢立野ダム建設事業の関係地方公共団体からなる検討の場｣（以下｢検討の場｣と

いう。）と称する｡ 

（目的） 

第２条  検討の場は、検討主体（国土交通省九州地方整備局）による立野ダム建設事業の検証に

係る検討を進めるにあたり、「ダム事業の検証に係る検討に関する再評価実施要領細目」

に基づき、検討主体と関係地方公共団体において相互の立場を理解しつつ、検討内容の

認識を深め検討を進めることを目的とする。 

（検討の場） 

第３条 検討の場は、別紙－１で構成される。 

  ２ 必要に応じ、検討の場の構成は変更することができる。 

  ３ 検討主体は、検討の場を招集し議題の提案をするとともに、検討主体の行う検討内容の

説明を行う。 

  ４ 検討の場の構成員は、検討の場において検討主体が示した内容に対する見解を述べる。 

（情報公開） 

第４条 検討の場は、原則として公開する。 

２ 検討の場に提出した資料等については、会議終了後に公開するものとする。 

ただし、希少野生動植物種の生息場所等を示す資料など、公開することが適切でない資

料等については、検討の場の構成員の過半数以上の了解を得て非公開とすることができ

る。 

（事務局） 

第５条 検討の場の事務局は、国土交通省九州地方整備局に置く。 

  ２ 事務局は、検討の場の運営に関して必要な事務を処理する。 

（規約の改正） 

第６条 この規約を改正する必要があると認められるときは、検討の場で協議する。 

（その他） 

第７条 この規約に定めるもののほか、検討の場の運営に関し必要な事項は、検討の場で協議す

る。 

（附則） 

この規約は、平成２２年１２月１５日から施行する。
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別紙－１ 

｢立野ダム建設事業の関係地方公共団体からなる検討の場｣の構成（案） 

  【構成員】 

熊本県知事 

熊本市長 

阿蘇市長 

大津町長 

菊陽町長 

高森町長 

南阿蘇村長 

西原村長 

  【検討主体】 

九州地方整備局長 

     （注）構成員および検討主体については、代理出席を認めるものとする。 
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6.2 パブリックコメント 

立野ダム建設事業の検証において、検討の参考とするため、主要な段階でパブリックコメ

ントを行った。意見募集の概要及び意見募集結果は以下のとおり。 

(1) 意見募集対象： 複数の治水対策案の立案及び概略評価による治水対策案の抽出

について 

(2) 募 集 期 間： 平成 23年 10 月 17 日（月）～平成 23 年 11 月 15 日（火）まで 

(3) 意見の提出方法： 郵送、ＦＡＸ、電子メール、回収箱への投稿による 

(4) 資料の閲覧方法： 九州地方整備局ホームページ掲載 

 閲覧場所 国土交通省熊本河川国道事務所１階ロビー 

  国土交通省熊本河川国道事務所白川出張所 

  熊本県庁舎情報プラザ（行政棟新館１階）） 

  熊本県熊本土木事務所 

  熊本県菊池地域振興局土木部 

  熊本県阿蘇地域振興局土木部 

  熊本市役所１階ロビー 

  阿蘇市役所 

  菊陽町役場 

  大津町役場 

  高森町役場 

  南阿蘇村長陽庁舎 

  南阿蘇村久木野庁舎 

  南阿蘇村白水庁舎 

  西原村役場 

(5) 意 見 提 出 者：延べ１１名（個人１０名、１団体）の意見を頂いた。意見提出者

の市町村別、年代別、性別の割合を以下に示す。 

図 6.2.1 意見提出者の属性 

熊本市 4
阿蘇市 0 20代以下 0 男 10
菊陽町 0 30代 0 女 0
大津町 2 40代 1 団体 1
高森町 2 50代 3 不明 0
南阿蘇村 0 60代以上 6 計 11
西原村 0 団体 1
県内 1 不明 0
県外 0 計 11
団体 1
不明 0
計 10

市町村別　意見数

南阿蘇
村, 0

県内, 1

団体, 1

熊本市, 4

大津町, 2

高森町, 2

熊本市

阿蘇市

菊陽町

大津町

高森町

南阿蘇村

西原村

県内

県外

団体

不明

年代別　意見数

団体, 1
40代, 1

50代, 3

60代以上,
6

20代以下

30代

40代

50代

60代以上

団体

不明

男女別　意見数

団体, 1

男, 10

男

女

団体

不明
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(6) パブリックコメントに寄せられたご意見 

パブリックコメントに寄せられたご意見については、これらのご意見に対する検討

主体の考え方を整理し、立野ダム検証の参考とした。 

寄せられたご意見に対する検討主体の考え方を表 6.2.1～表 6.2.15 に示す。 

なお、できるだけわかりやすく説明する観点から、寄せられたご意見について、そ

の論点を体系的に整理したうえで、論点ごとに検討主体の考え方を示す。 

このため、ご意見を提出して頂いた方が指定した項目と、検討主体の考え方を示し

た項目が一致していない場合がある。

表 6.2.1 寄せられたご意見と検討主体の考え方 

番号 
ご意見を踏まえた論点 

（下段は、論点に対するご意見の例） 
検討主体の考え方 

１）これまでに提示した複数の治水対策案以外の具体的対策案の提案 

１ 

具体的な治水対策案（河道の掘削、引堤、かさ上げ等）

の提案について 

・河道の掘削、引堤、堤防のかさ上げ、遊水地などを組

み合わせた治水効果はどれだけか。これらを組み合わせ

ればもっと大きな効果が発揮できるはずである。 

・治水対策①河道の掘削、②引堤、③堤防かさ上げは、

それぞれの案のみで治水対策を行おうとするものである

ので、事業費が高くなる。たとえば、中流域の堰の周辺

は堤防のかさ上げ、橋の周辺は河道の掘削、引堤がコス

ト的に安い区間は引堤というように、組み合わせる工夫を

すれば事業費は低くなるはずである。

・「ダム事業の検証に係る検討に関する再評価実施要領

細目」の基本的な考えに基づき、河川整備計画におい

て想定している目標と同程度の目標を達成することを基

本として、検証対象ダムを含む案と検証対象ダムを含ま

ない複数の対策案を立案・評価し、対応方針（案）を決

定することとしております。 

・また、同細目において、「治水対策案は、以下の 1）～

26）を参考にして、幅広い方策を組み合わせて検討す

る」と規定されており、これに基づき、検証対象ダムを含

まない複数の治水対策案の検討を行っています。 

・第２回検討の場資料で示した複数の治水対策案では、

沿川の地形・地域条件を踏まえた適用性を技術的に検

討し、下流や中流の区間毎にコストが最も安い方策を組

み合わせた案として、中流区間において「河道の掘

削」、「引堤」、「堤防のかさ上げ」などの河道で洪水を安

全に流下させる方策を組み合わせず、洪水はん濫に対

して家屋被害を防ぐとして「輪中堤」や「遊水機能を有す

る土地の保全」「土地利用規制」を採用した治水対策案

⑬を立案しています。 

・このため、治水対策案⑬は、ご意見の趣旨に該当する

治水対策案であると考えています。 

・なお、熊本市街部を含む下流区間では、第２回検討の

場資料の治水対策案の組合せの考え方に示していると

おり、用地買収が伴わず、構造物の改築費用が安価と

なる「河道の掘削」が最も安価な方策になると想定してい

ます。
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表 6.2.2 寄せられたご意見と検討主体の考え方 

番号 
ご意見を踏まえた論点 

（下段は、論点に対するご意見の例） 
検討主体の考え方 

２ 

具体的な治水対策案（水田等の保全等）の提案につい

て 

・「ざる田」と言われ高い浸透能力を持つ流域の水田の

保全は、治水対策案の組み合わせの対象に入れるべき

である。洪水を河川に入れる前に水田にため込むように

すれば、安い費用で大きな水害防止効果があり、熊本の

地下水の涵養にもつながる。 

・「ざる田」と言われ高い浸透能力を持つ流域の水田の

保全、荒れた人工林を間伐し山林の保水力を高めるこ

と、阿蘇の草原を守り流域全体の保水力を高めることな

ども、治水対策案の組み合わせの対象に入れるべきで

ある。 

・治水対策案⑭に河道の掘削も含まれており、事業費を

押し上げている。洪水時に流域の水田５５ｋｍ２に２０ｃｍ

雨水をため込むように畦を高くするだけで、約１１００万ｍ

３の容量があり、それだけで立野ダムの総貯水量１０００

万ｍ３を超える。さらに流域の水田は「ざる田」と言われる

ように高い浸透能力を持つため、それ以上の水害防止

効果がある。治水対策案⑭は、河道の掘削を除いて算

定すべきである。 

・「ダム事業の検証に係る検討に関する再評価実施要領

細目」の基本的な考えに基づき、河川整備計画におい

て想定している目標と同程度の目標を達成することを基

本として、検証対象ダムを含む案と検証対象ダムを含ま

ない複数の対策案を立案・評価し、対応方針（案）を決

定することとしております。   

・｢ダム事業の検証に係る検討に関する再評価実施要領

細目｣において、「治水対策案は、以下の 1）～26）を参

考にして、幅広い方策を組み合わせて検討する（略）23）

水田等の保全（略）24)森林の保全」と規定されていま

す。これに基づき、水田等の保全、森林の保全を含む治

水対策案についても検討を行っています。  

 ・具体的には、同細目に基づき検討を行った「立野ダム

建設事業の関係地方公共団体からなる検討の場(第２

回)資料-4」で提示した１４の治水対策案には、すべての

治水対策案において「水田等の保全（機能の保全）」、

「森林の保全」、２つの治水対策において「水田等の保

全（機能の向上）」を含んでいます。この「水田等の保全

（機能の向上）」では、「土地改良事業計画設計基準」及

び現実的な営農活動の実態を踏まえ、既存の水田が持

つ治水効果に畦畔の嵩上げ補強による 15cm の雨水貯

留の効果を加え検討を行っています。   

・以上の考え方で検討を行っていますが、ご提案の

20cm の雨水貯留を見込んだ「水田等の保全（機能の向

上）」を含む治水対策案も追加で検討することとします。  

（「立野ダム建設事業の関係地方公共団体からなる検討

の場(第３回)資料－６」参照） 

３ 

具体的な治水対策案（決壊しない堤防、決壊しづらい堤

防）の提案について 

・決壊しない堤防、決壊しづらい堤防については、長大

で無くても溢れそうな区間だけでも採用すればコストが安

価で洪水が防げるのではないか。 

・「決壊しない堤防」が組み合わせの対象になっていな

い。長大な堤防をつくらなくても堤防内に連続地中壁を

つくるなどして決壊しない堤防をつくり、堤防の余裕高分

も洪水を流すことにすれば、より早く、より安全に治水対

策ができるはずである。

・「決壊しない堤防」「決壊しづらい堤防」については、開

発を進めることは重要だと考えております。しかしなが

ら、現時点において、ご提案の機能を技術的に満足する

形式としては短い区間であっても高規格堤防とする必要

があると認識しており、これについては第２回検討の場で

お示ししたとおり、適用性の視点で採用しておりません。 

・堤防の余裕高については、洪水時の風浪、うねり、跳

水などによる一時的な水位上昇、洪水時の巡視や水防

活動を実施する場合の安全の確保、流木などの流下物

への対応などのために確保している高さであり、堤防の

設計にあたっては、流水を計画高水位以下で安全に流

下させることを目標としております。 
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表 6.2.3 寄せられたご意見と検討主体の考え方 

番号 
ご意見を踏まえた論点 

（下段は、論点に対するご意見の例） 
検討主体の考え方 

４ 

ダム建設を含む治水対策案の提案について 

・立野ダムと伴に、河川の整備（築堤・掘削・拡幅）や貯

留施設の整備が必要である。 

・立野ダム建設は現在進行中であり、本体の着工が可能

である。ダム建設を行った上で、洪水を安全に流下させ

且つ中流域の治水対策として雨水を河道外に貯留する

対策を推進し、且つ環境に配慮することが良い。 

・対コストで評価すれば、河川整備計画とともに、堤防の

かさ上げ及び黒川遊水地の整備、中流域における水

田、遊水機能を有する土地の保全・機能向上を実施す

ることが良いと思う。 

・立野ダムを治水対策の中軸と考え、合流する黒川流域

の洪水対策を推進させる。白川中流域区間については

水田及び遊水機能を有する土地の保全・機能向上させ

て河川への雨水流入を抑制する。現状の河川堤防を改

築して洪水氾濫の対策を講じる。 

以上の組合せによる総合対策が良いのではないか。 

・立野ダム建設事業を進めたうえで、合流する黒川流域

の遊水地整備、白川中流域区間に於いて堤防のかさ上

げ及び水田、遊水機能を有する土地の保全・向上対策

を行うべきである。

・今回の立野ダム建設事業の検証は、｢今後の治水対策

のあり方に関する有識者会議｣がとりまとめた｢中間とりま

とめ｣を踏まえて、国土交通大臣から九州地方整備局に

対して、ダム事業の検証に係る検討を行うよう、指示され

るとともに、検討の手順や手法を定めた｢ダム事業の検

証に係る検討に関する再評価実施要領細目｣が通知さ

れ、これらに基づき、予断を持たずに検討を行っていま

す。 

・「ダム事業の検証に係る検討に関する再評価実施要領

細目」の基本的な考えに基づき、河川整備計画におい

て想定している目標と同程度の目標を達成することを基

本として、検証対象ダムを含む案と検証対象ダムを含ま

ない複数の対策案を立案・評価し、対応方針（案）を決

定することとしております。また、同細目では、｢検証対象

ダムを含む案は、河川整備計画が策定されている水系

においては、河川整備計画を基本とし（略）｣と規定され

ています。これに基づき、立野ダムを含む案は、白川水

系河川整備計画における河川整備の実施内容（河道改

修、黒川遊水地群、立野ダム）により検討しています。 

５ 

ダム建設を含む治水対策案（ダムの目的・構造の変更）

の提案について 

・立野ダムを早急に完成させてほしいが、穴あきダムの

穴を少なくするなど遊水池として水量を調整できるよう水

が貯まる計画としてはどうか。 

・今回の立野ダム建設事業の検証は、｢今後の治水対策

のあり方に関する有識者会議｣がとりまとめた｢中間とりま

とめ｣を踏まえて、国土交通大臣から九州地方整備局に

対して、ダム事業の検証に係る検討を行うよう、指示され

るとともに、検討の手順や手法を定めた｢ダム事業の検

証に係る検討に関する再評価実施要領細目｣が通知さ

れ、これらに基づき、予断を持たずに検討を行っていま

す。 

・同細目によると、「検証対象ダムを含む案は、河川整備

計画が策定されている水系においては、河川整備計画

が基本」とされています。このため、複数の治水対策案の

立案における立野ダムを含む治水対策案は、白川水系

河川整備計画に基づいたダム構造で検討を行っていま

す。 
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表 6.2.4 寄せられたご意見と検討主体の考え方 

番号 
ご意見を踏まえた論点 

（下段は、論点に対するご意見の例） 
検討主体の考え方 

６ 

ダム建設を含まない治水対策案（ダムの目的・構造の変

更）の提案について 

・立野ダム建設予定地より上流は洪水時にガレキ等が出

てくる可能性がある。このため、現在の立野ダム建設予

定地に、高さ 20m ぐらいのガレキの受け止め施設を作

り、平常時は車道として車を通し、増水時には車道を越

えてガレキだけを受け止める施設を作ってはどうか。

・白川水系河川整備計画では、洪水、高潮等による災害

の発生防止の目標とした河川整備の実施内容を定めて

います。また、同計画では、河川区域外の流域の森林や

草木には、川と流域が一体となった自然環境・景観の保

全や向上、土石流・土砂の流出抑制といった効果が期

待されることから、地域や自治体が実施する森林や草木

の整備・保全活動を支援する旨を定めています。 

・また、熊本県においては治山砂防事業で土砂の流出

や流木を食い止める対策を行っています。 

・なお、立野ダムは、洪水時に一時的に水を貯めることに

より洪水の調節を行う洪水調節専用ダムであり、ご提案

の治水対策案では洪水時の流量が低減できず、所要の

効果を発揮することが出来ません。 

２）複数の治水対策案に係る概略評価及び抽出に対する意見 

７ 

ダム建設を含む治水対策案（立野ダムの効果）について

・立野ダムの代継橋地点における水位低減効果は何セ

ンチなのか。

・河川整備計画の目標流量に対する立野ダムによる洪

水調節効果は、河川整備計画の河道整備完了後の断

面で検討すると、代継橋地点で水位を約３２cm 程度低

減させることが可能と算定しています。 

８ 

ダム建設を含む治水対策案（洪水調節専用ダムの効

果）について 

・現存する洪水調節専用の穴あきダムは益田川ダム（島

根県）のみであり、治水効果が大いに疑問視されてい

る。 

・穴あきダムが治水に効果があると実証されているのか。

壮大な実験を貴重な自然を壊して多大な税金を投入し

てまで実行する必要はない。

・流水型ダムの事例としては、完成している益田川ダム

(島根県)の他、建設中の西之谷ダム(鹿児島県)、辰巳ダ

ム(石川県)があります。益田川ダムでは、平成１８年３月

に完成した後、水害が起きるような大きな洪水は発生し

ていませんが、例えば、平成２１年、２２年の洪水で所定

の洪水調節を行ったと島根県より聞いています。また、農

地防災を目的とした自然調節方式のダムでは、高松ダム

(鹿児島県)、高尾野ダム(鹿児島県)など、完成後約４０年

を経過したダムもあり、所定の効果を上げていると聞いて

います。 

９ 

ダム建設を含む治水対策案（事業費）について 

・立野ダムの事業費はどれだけか。現行計画で建設でき

るのか。 

・立野ダムは、ダム本体工事や仮排水路工事に着手され

ていないにもかかわらず、総事業費約４２５億円のうちす

でに約４０５億円が使われている。平成２３年度の再評価

では立野ダム事業費は約９０５億円となっている。川辺川

ダムなどの例を考えるとさらに事業費が大きく膨らむこと

が考えられる。 

・ダム計画の予定地の地質が脆弱である。コンクリートを

流し込むという事まで資料に書いてあるが、このような地

質のところにダムを作り始めたら幾ら工事費がかかるの

かわからない。いくら工事費が増えても計画を見直さな

い現在のやり方には大きな不信感を持っている。 

・誰も検証できないコストの積算でダムが安価と言われて

も熊本市民としてそのまま信用することはできない。

・｢ダム事業の検証に係る検討に関する再評価実施要領

細目｣に基づき、立野ダム建設事業の総事業費を点検し

た結果、総事業費は約９１７億円としています。 

 なお、ダム事業の総事業費、工期の点検については、

「現在保有している技術情報等の範囲内で、今後の方

向性に関する判断とは一切関わりなく、現在の事業計画

を検討するもの。」「予断を持たずに検証を進める観点か

ら、ダム事業の点検及び他の治水対策のいずれの検討

に当たっても期待的要素は含まない」としています。ま

た、検証における事業費の算出に当たっては、「河川管

理施設等構造令」や「国土交通省 土木工事標準積算

基準」などの法令・基準に基づき、積算を行っています。 

・検証の結論に沿っていずれかの対策を実施する場合

も、実際の施工に当たってはさらなるコスト縮減や工期短

縮に対して最大限努力をすることとしています。 

・上記の内容については、「立野ダム建設事業の関係地

方公共団体からなる検討の場（第１回）資料－３」、 「立

野ダム建設事業の関係地方公共団体からなる検討の場

（第３回）参考資料－３」に記載しています。 
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表 6.2.5 寄せられたご意見と検討主体の考え方 

番号 
ご意見を踏まえた論点 

（下段は、論点に対するご意見の例） 
検討主体の考え方 

１０ 

ダム建設を含む治水対策案（立野ダム建設事業の堆砂

計画）について 

・ダムはいずれ土砂が貯まり寿命を迎えるが、その後の

治水対策はどうするのか。 

・洪水時の白川の水は多くの火山灰を含む。白川にダム

を造っても、土砂や火山灰で早い段階で埋まってしまう

ことは明らかである。 

・立野ダム工事事務所では、立野ダムの堆砂容量を検

討中とのことであるが、２０００年に入手した立野ダム資料

によると、標高２４５ｍが「堆砂位」となっている。川底が標

高２００ｍとすると、４５ｍも堆砂する計画である。立野ダム

の堆砂問題に全く触れぬまま事業を進めるのは許せな

い。

・ダムの堆砂計画に関しては、｢ダム事業の検証に係る検

討に関する再評価実施要領細目｣において、｢基本計画

等の作成又は変更から長期間が経過しているダム事業

については、必要に応じ総事業費、堆砂計画、工期や

過去の洪水実績など計画の前提となっているデータ等

について詳細に点検を行う｣と規定されており、これに基

づき堆砂計画の点検を行っています。 

現在は「立野ダム建設事業の関係地方公共団体からな

る検討の場（第３回）資料－４」に記載しているとおり、放

流孔を河床付近に設置した流水型ダムであり、立野ダム

貯水池内の計画堆砂量については以下のように考えて

います。 

①立野ダムは、流水型ダムであり、平常時は河川の形態

を取りながら流水は流れます。

②洪水時においては、流水とともにダム上流から流入し

た土砂は、貯水位の上昇とともに一時的に貯水池内に

堆積することになります。立野ダムの堆砂計画では、貯

水位が最大となった時の一時的な土砂の堆積量を計画

堆砂量と定義しており、約 60 万 m3 と想定しています。

③その後、水位の低下とともに貯水池内に堆積した土砂

はダム下流へ流下し元の河床の状態に戻ると考えられま

す。 

以上のことから、土砂等で埋まってしまうことはないと考

えています。 

・ご指摘の２０００年時点の立野ダム事業概要に記載して

いる堆砂位は貯留型ダムの計画堆砂の考え方を参考

に、流入してくる土砂の総量が貯水池内に水平に堆積

すると想定した値として 245ｍと記載していました。なお、

実際の堆砂形状を示しているものではありません。 
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表 6.2.6 寄せられたご意見と検討主体の考え方 

番号 
ご意見を踏まえた論点 

（下段は、論点に対するご意見の例） 
検討主体の考え方 

１１ 

ダム建設を含む治水対策案（立野ダム建設事業の工

期）について 

・立野ダムの完成予定はいつなのか。また、立野ダムが

完成するまでの治水対策をどう考えているのか。 

・立野ダム本体工事に着手するには、ダム基本計画の変

更、白川の漁業者への補償交渉と同意、流域住民への

説明など、これからも長い期間が必要である。

・ダム事業の工期に関しては、「ダム事業の検証に係る

検討に関する再評価実施要領細目」において、｢基本計

画等の作成又は変更から長期間が経過しているダム事

業については、必要に応じ総事業費、堆砂計画、工期

や過去の洪水実績など計画の前提となっているデータ

等について詳細に点検を行う｣と規定されており、これに

基づき検討を行っています。 

なお、立野ダム建設事業の工期を点検した結果、残事

業を実施し、ダム事業が完成するまでに概ね１０年かか

るとしています。 

・上記の内容については、「立野ダム建設事業の関係地

方公共団体からなる検討の場（第１回）資料－３」に記載

しています。 

・白川では、立野ダム建設事業の検証期間中も検証後

も、着実に河川整備計画に位置づけた河川改修は進め

ていきます。 

・事業の見通しに関しては、｢ダム事業の検証に係る検

討に関する再評価実施要領細目｣において、｢立案した

治水対策案を、河川や流域の特性に応じ、以下の 1)～

7)で示すような評価軸で評価する。（略）3)実現性（略）

ロ）その他の関係者との調整の見通しはどうか｣と規定さ

れており、これに基づき検討を行っています。 

・立野ダムは、関係地方公共団体の長、学識経験者及

び関係住民の意見を聴いた上で策定された河川整備計

画に位置づけられています。検証の結果、立野ダムを含

まない案を実施することとなった場合は、河川整備計画

の変更手続きが必要となりますが、現計画を実施する場

合は、河川整備計画の変更は不要です。 

・これまで立野ダム建設事業のご理解を得るために、白

川に漁業権を保有する白川漁業協同組合には事業の

内容について説明を行ってきたところです。また、流域

住民の方にも事業説明や各種行事・会合、ホームペー

ジ等の様々な機会を通じて事業の説明を行ってきたとこ

ろです。 
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表 6.2.7 寄せられたご意見と検討主体の考え方 

番号 
ご意見を踏まえた論点 

（下段は、論点に対するご意見の例） 
検討主体の考え方 

１２ 

ダム建設を含む治水対策案（立野ダム建設予定地周辺

の地質）について 

・立野ダム予定地周辺の渓谷は、阿蘇カルデラ内の火

山から流下してきた立野溶岩（溶結凝灰岩）で、冷却に

よって生じた角材状の割れ目（柱状節理）がよく見られ、

巨大ダムを建設するには非常に危険な地質である。 

・脆弱な地質の場所にダムをつくることは下流域の住民

としてその危険性を無視できない。大きな危険性を含む

ダムを上流につくることはあらゆる治水方法に比べて最

も不安が大きい。

・一般的にダムを建設する際には、「河川管理施設等構

造令」で必要とされる技術的基準を踏まえ、ダムの基礎

岩盤の評価を行った上で、ダムの構造解析を行い、ダム

の安全性を確保することとしています。 

・立野溶岩は、立野ダム建設予定地右岸側の急崖部を

構成する輝石安山岩質の溶岩で柱状節理が見られま

す。立野溶岩を含めた立野ダム建設予定地の岩盤につ

いては、「河川管理施設等構造令」で必要とされる技術

的基準を踏まえ、割れ目の間隔や状態、岩盤の堅さに

ついてダムの基礎岩盤としての評価を行った結果、ダム

を築造するに十分な強度と岩盤特性を有していることを

確認しています。 

１３ 

ダム建設を含む治水対策案（立野ダム建設予定地周辺

の断層）について 

・立野ダム予定地には、国内で地震発生確率の高い活

断層である「布田川・日奈久断層帯」の一部である「北向

山断層」が通っている。北向山林道を通り、立野ダム本

体予定地左岸の地盤を見ると、多くの崩壊箇所が見ら

れ、ダムをつくれば非常に危険であることが一目でわか

る。洪水時に阿蘇の火山活動や地震などにより立野ダム

が崩壊すれば、熊本市など下流域は壊滅の危機にさら

される。

・一般に、断層活動によって生じる地盤変異はダム築造

上支障となるため、ダム敷き及びその近傍に支障となる

活断層が分布していないことを確認した上でダムの建設

を計画します。 

・布田川・日奈久断層帯は、複数の断層からなっており、

ご指摘の北向山断層は最も北東部に位置する断層です

が、文献調査及び現地調査の結果、その走向性は立野

ダム建設予定地近傍へ向かわないことを確認していま

す。 

・立野ダム建設予定地左岸周辺には、ごく浅い表層部分

での崩壊箇所が一部見られますが、これらはダムの築造

に影響がないことは確認しています。 

・一般に、ダム本体の耐震設計においては「河川管理施

設等構造令」等に基づき、地震に対しても十分な安全性

を確保することとなっており、立野ダムにおいても同様の

考え方でダム本体の耐震性について設計を行っていま

す。 
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表 6.2.8 寄せられたご意見と検討主体の考え方 

番号 
ご意見を踏まえた論点 

（下段は、論点に対するご意見の例） 
検討主体の考え方 

１４ 

ダム建設を含む治水対策案の環境（自然環境、生態

系、土砂堆積、水の濁り）への影響について 

・立野ダム予定地の左岸は国指定の天然記念物である

阿蘇北向谷原始林で、「阿蘇くじゅう国立公園」の特別

保護地区にも指定されている。立野ダム予定地自体も同

国立公園の第三種特別地域に指定されている。立野ダ

ムが建設されたならば、阿蘇北向谷原始林を含む同国

立公園の広大な自然環境に致命的なダメージを与え

る。北向谷とダム予定地周辺のすばらしい渓谷は、国民

の宝である。国立公園内にダムを造るべきではない。 

・白川にはアユが大量にいる。有明海の水産物は阿蘇

山の土砂、清水で生きている。生物多様性の大自然を

壊さないでほしい。 

・ダム上流の樹木の伐採により生態系が変わり、美しき山

河が変化する。 

・穴あきダムは大量の土砂をため込み、周辺の山林を荒

し、環境に大きなダメージを与える。洪水が終わった後も

たまった土砂が流れ出し、長期間下流の川を濁すこと

は、川辺川上流の朴の木（ほうのき）ダムの例を見ても明

らかである。

・ご指摘のとおり、立野ダム建設予定地の上流左岸に存

在する、「阿蘇北向谷原始林」は国の天然記念物に指定

されています。このため、立野ダム建設事業の実施にあ

たっては、これまで文化庁との協議を行ってきました。立

野ダム（案）が採用された場合は、引き続き、必要に応じ

て文化庁と協議を行っていくことになります。 

・ご指摘のとおり、立野ダム建設予定地（貯水池を含む）

は、阿蘇くじゅう国立公園の特別地域に指定されており、

さらに洪水時に一時的に湛水する一部は、特別保護地

区に指定されています。このため、立野ダム建設事業の

実施にあたっては、これまで環境省との協議を行ってき

ました。立野ダム（案）が採用された場合は、引き続き、

必要に応じて環境省との協議を行うことになります。 

・生物の多様性への影響に関しては、｢ダム事業の検証

に係る検討に関する再評価実施要領細目｣において、

｢立案した治水対策案を、河川や流域の特性に応じ、以

下の 1)～7)で示すような評価軸で評価する。（略）7)環境

への影響（略）ロ）生物多様性の保護及び流域の自然環

境全体にどのような影響があるか｣と規定されており、こ

れに基づき検討を行っています。 

・なお、立野ダム建設予定地内の土地に存在する樹木

等は、工事及び管理上支障となるものを除き、伐採を行

わない計画としています。  

・土砂流動の変化に関しては、｢ダム事業の検証に係る

検討に関する再評価実施要領細目｣において、｢立案し

た治水対策案を、河川や流域の特性に応じ、以下の 1)

～7)で示すような評価軸で評価する。（略）7)環境への影

響（略）ハ）土砂流動がどう変化し、下流河川、海岸にど

のように影響するか｣と規定されており、これに基づき検

討を行っています。 

・また、水環境への影響に関しては、同細目において、

｢立案した治水対策案を、河川や流域の特性に応じ、以

下の 1)～7)で示すような評価軸で評価する。（略）7)環境

への影響（略）ロ）生物多様性の保護及び流域の自然環

境全体にどのような影響があるか（略）イ）水環境に対し

てどのような影響があるのか」と規定されており、これに基

づき検討を行っています。 

・ご指摘の川辺川では、平成17年台風14号の後など濁

りが長期化したことがありますが、これは、川辺川上流域

の大雨に伴う山腹崩壊で河床に堆積した土砂等が水量

の増加時に流出したことが原因です。なお、朴ノ木砂防

えん堤には、濁水の原因となる山腹崩壊を抑制する効

果もあります。 
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表 6.2.9 寄せられたご意見と検討主体の考え方 

番号 
ご意見を踏まえた論点 

（下段は、論点に対するご意見の例） 
検討主体の考え方 

１５ 

ダム建設を含む治水対策案の環境（地域社会への影

響、景観・人と自然との豊かな触れ合い活動）への影響

について 

・阿蘇地域は、世界遺産をめざす熊本の貴重な観光資

源である。予定地の北山原生林は紅葉が美しく鉄橋をわ

たる鉄道が撮影スポットともなっている。この近くにダムを

建設することは観光資源にとって大きなダメージとなる。 

・高さ９０ｍのコンクリートの巨大構造物（立野ダム）ができ

れば、世界遺産登録をめざす阿蘇にとって致命的なダメ

ージとなる。

・景観、人と自然との豊かな触れ合いに関しては、｢ダム

事業の検証に係る検討に関する再評価実施要領細目｣

において、｢立案した治水対策案を、河川や流域の特性

に応じ、以下の 1)～7)で示すような評価軸で評価する。

（略）7)環境への影響（略）ニ）景観、人と自然との豊かな

触れ合いにどのような影響があるか｣と規定されており、

これに基づき検討を行っています。 

・ご指摘の阿蘇世界文化遺産に関しては、平成 19 年に

「阿蘇－火山との共生とその文化的景観」の名称で世界

文化遺産国内暫定一覧表へ追加すべき候補として、国

内暫定一覧候補で最も評価が高い「カテゴリー１ａ」に位

置づけられました。立野ダム計画があるなかで平成21年

に熊本県知事と立野ダム建設予定地である南阿蘇村を

含む阿蘇郡市７市町村長で構成する「阿蘇世界文化遺

産登録推進協議会」が設立され、世界文化遺産登録の

ための「国内暫定リスト」への登録を目指し、『「阿蘇」文

化的景観調査検討委員会』（以下、「委員会」という）にて

阿蘇の「文化的景観」の価値、その保存活用策等につい

て調査検討中であり、今後、委員会において文化的景

観の具体的範囲について検討される予定であると熊本

県から伺っております。 

１６ 

ダム建設を含む治水対策案の安全度について 

・立野ダム建設により、治水安全度が増す。 

・ダムによる治水は想定以上の洪水には対処できず、洪

水調節能力を失ったダムは災害源としかならない。

・今回の立野ダム建設事業の検証は、｢今後の治水対策

のあり方に関する有識者会議｣がとりまとめた｢中間とりま

とめ｣を踏まえて、国土交通大臣から九州地方整備局に

対して、ダム事業の検証に係る検討を行うよう、指示され

るとともに、検討の手順や手法を定めた｢ダム事業の検

証に係る検討に関する再評価実施要領細目｣が通知さ

れ、これらに基づき、検討を行っています。 

・想定以上の洪水に関しては、｢ダム事業の検証に係る

検討に関する再評価実施要領細目｣において、｢立案し

た治水対策案を、河川や流域の特性に応じ、以下の 1)

～7)で示すような評価軸で評価する。（略）1)安全度（略）

ロ）目標を上回る洪水等が発生した場合にどのような状

態となるか｣と規定されており、これに基づき検討を行っ

ています。 

・なお、一般に、目標を上回る洪水が発生した場合でも、

ダムから放流される流量がダム貯水池に流入する流量を

超えることはありません。 

 このため、白川において、洪水のピーク流量は、ダムが

無い場合に比べ、ダムがある場合の方が大きくなるような

ことはありません。 
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表 6.2.10 寄せられたご意見と検討主体の考え方 

番号 
ご意見を踏まえた論点 

（下段は、論点に対するご意見の例） 
検討主体の考え方 

１７ 

ダム建設を含む治水対策案のコストについて 

・概算事業費の内訳が示されていない。たとえば河

川整備計画の「立野ダム」「河道改修」「黒川遊水地

群」それぞれの事業費が書いてない。資料「平成 23

年度第２回九州地方整備局事業評価監視委員会 白

川直轄河川改修事業 立野ダム建設事業」によると、

河川整備計画の事業費は今回評価時（H23 年度）河

川：605 億円、立野ダム：約 905 億円とあり、合計す

ると約１５００億円となる。今回の資料４３ページ

の河川整備計画の事業費約１０００億円と大きく異

なっている。河川整備計画の概算事業費が１５００

億円ならば、①河道の掘削、⑪黒川遊水地群の活用

＋河道の掘削の方が大きく下回っており、不十分で

ある今回の資料だけを見ても①または⑪の案を抽出

すべきである。   

・穴あきダムは土砂や流木によりすぐに詰まり、流

木や土砂排除する費用がかさむ。       

・今回の立野ダム建設事業の検証は、｢今後の治水対

策のあり方に関する有識者会議｣がとりまとめた｢中

間とりまとめ｣を踏まえて、国土交通大臣から九州地

方整備局に対して、ダム事業の検証に係る検討を行

うよう、指示されるとともに、検討の手順や手法を

定めた｢ダム事業の検証に係る検討に関する再評価

実施要領細目｣が通知され、これに基づき検討を行っ

ています。また、同細目において、｢立案した治水対

策案を、河川や流域の特性に応じ、以下の 1)～7)で

示すような評価軸で評価する。（略）2)コスト｣と規

定されており、これに基づき検討を行っています。 

・治水対策案の概算事業費に関しては、同細目にお

いて、「2)コスト(略)イ)完成までに要する費用はど

のくらいか」の中で「各治水対策案について、現時

点から完成までの費用をできる限り網羅的に見込

む」と規定されており、検証対象ダムを含む案と検

証対象ダムを含まない複数の対策案について残事業

費を掲載しております。このうち、ダムを含む治水

対策案である河川整備計画の概算事業費の内訳は、

立野ダム約 491 億円、河道改修約 405 億円、黒川遊

水地群約 83 億円となっています。 

なお、平成 23 年 8 月の事業評価監視委員会資料にお

ける白川直轄河川改修事業の事業費約 605 億円、立

野ダム建設事業の事業費約 905 億円は河川整備計画

における各事業の全体事業費を示しており、｢ダム事

業の検証に係る検討に関する再評価実施要領細目｣

に基づき検討した概算事業費とは異なります。 

・維持管理費等のコストに関しては、「ダム事業の検

証に係る検討に関する再評価実施要領細目」におい

て、｢立案した治水対策案を、河川や流域の特性に応

じ、以下の 1)～7)で示すような評価軸で評価する。

（略）2)コスト（略）ロ)維持管理に要する費用はど

のくらいか｣と規定されており、これに基づき検討を

行っています。 

なお、立野ダム（案）では、模型実験により流木に

よる放流施設の閉塞は発生しないことを確認した上

で施設計画を立てています。また、流木対策として

放流設備の呑口部にスクリーンを設置する施設計画

としており、洪水後、スクリーン周辺に堆積した流

木は除去することとしています。このため、コスト

の評価にあたっては、立野ダムの維持管理に要する

費用には流木除去に要する費用を見込んだ上で評価

を実施しています。 
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表 6.2.11 寄せられたご意見と検討主体の考え方 

番号 
ご意見を踏まえた論点 

（下段は、論点に対するご意見の例） 
検討主体の考え方 

１８ 

河道の掘削を含む治水対策案について 

・河道掘削が低コストであるが、水生生物の保全及

び環境保全を考慮すれば最小限の区間にすべき。 

・治水対策案①、⑪、⑫、⑬、⑭に、いずれも「Ｊ

Ｒ白川橋梁の改築」「十八口堰改築」「薄場橋改修」「三

本松堰改築」「渡鹿堰改修」などが含まれており、事

業費を引き上げている。１３ページの河川断面図で

は、いずれも１～２ｍ程度の掘削であり、どの程度

の改修費用を見込んでいるか明らかにして比較検討

すべきである。

・「ダム事業の検証に係る検討に関する再評価実施要

領細目」において、「治水対策案は、以下の 1）～26）

を参考にして、幅広い方策を組み合わせて検討する

（略）5）河道の掘削」と規定されており、これに基

づき検討を行っています。 

・「ダム事業の検証に係る検討に関する再評価実施要

領細目」において、「複数の治水対策案は、河川整備

計画において想定している目標と同程度の目標を達

成することを基本として立案する。」と規定されてお

り、河道の掘削の検討にあたっても、河川整備計画

において規定している目標と同程度の目標を達成す

るために必要十分な最小限の掘削範囲としていま

す。 

・検証における事業費の算出に当たっては、「河川管

理施設等構造令」等の構造基準に基づき、構造を設

定し事業費の算出を行っています。 

・ご指摘の、治水対策案として行う構造物（橋梁・

堰）の改築費用については治水対策案①では約 530

億円、⑪では約 450 億円、⑫では約 530 億円、⑬で

は約 500 億円、⑭では約 500 億円を見込んでおりま

す。なお、各案における構造物の位置・名称につい

ては「立野ダム建設事業の関係地方公共団体からな

る検討の場(第２回)資料－４」に記載しております。 
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表 6.2.12 寄せられたご意見と検討主体の考え方 

番号 
ご意見を踏まえた論点 

（下段は、論点に対するご意見の例） 
検討主体の考え方 

１９ 

流域を中心とした治水対策案について 

・治水対策案⑫、⑬、⑭の「流域を中心とした対策」に、

「河道の掘削」も組み込まれており、事業費を引き上げて

いる。「河道改修」＋「黒川遊水地群」＋「流域を中心とし

た対策」の組み合わせも検討すべきである。 

・雨水流出を抑制する案(⑫)、洪水氾濫に対して家屋被

害を防ぐ案(⑬、⑭)等は用地の確保等の地域社会への

影響が大きくまた実現性に疑問が残る。

・「ダム事業の検証に係る検討に関する再評価実施要領

細目」の基本的な考えに基づき、河川整備計画におい

て想定している目標と同程度の目標を達成することを基

本として、検証対象ダムを含む案と検証対象ダムを含ま

ない複数の対策案を立案・評価し、対応方針（案）を決

定することとしております。また、同細目において、「治水

対策案は、以下の 1）～26）を参考にして、幅広い方策を

組み合わせて検討する」と規定されており、これに基づき

検討を行っています。 

・治水対策案⑫、⑬、⑭については、「河道改修」、「黒

川遊水地群」、「流域を中心とした対策」を組み合わせた

治水対策だけでは河川整備計画で想定している目標と

同程度の安全度を達成できないため、河道の掘削を組

み合わせた治水対策案としています。 

・なお、「流域を中心とした対策」による流出抑制効果を

増大させる案として、「水田等の保全（機能の向上）」を活

用した具体的な治水対策案の堤案を頂きましたので、治

水対策案⑮を追加で検討することとしましたが、治水対

策案⑮についても、「河道改修」、「黒川遊水地群」、「流

域を中心とした対策」を組み合わせた治水対策だけでは

河川整備計画で想定している目標と同程度の安全度を

達成できないため、河道の掘削を組み合わせた治水対

策案としています。 

（「立野ダム建設事業の関係地方公共団体からなる検討

の場(第３回)資料－６」参照） 

・用地の確保等の地域社会への影響に関しては、｢ダム

事業の検証に係る検討に関する再評価実施要領細目｣

において、｢立案した治水対策案を、河川や流域の特性

に応じ、以下の 1)～7)で示すような評価軸で評価する。

（略）3)実現性（略）6)地域社会への影響｣と規定されてお

り、これに基づき検討を行っています。 
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表 6.2.13 寄せられたご意見と検討主体の考え方 

番号 
ご意見を踏まえた論点 

（下段は、論点に対するご意見の例） 
検討主体の考え方 

２０ 

治水対策案の評価について 

・「概略評価による治水対策案の抽出」は、ただ単に１４

の治水対策案を併記し、コストを重視して評価しようとす

るものであり、極めてずさんである。立野ダム案を含む各

治水対策案の環境に与えるダメージや危険度、完成ま

での工期の見通し、「想定外」の洪水が起きた場合の対

処、ダムの撤去費用等まで含めて比較検証しなければ、

科学的な検証はできない。立野ダムは１）で述べたとお

り、非常に危険なダムであり、コスト（概算事業費）のみに

よって治水方法を決めるべきではない。 

・ダムも治水対策案の１つであるが万能では無く、景観

やコストに配慮した対策を組み合わせた方が良い。 

・立野ダム案を含む各治水案の環境に与えるダメージや

危険度、完成までの工期の見通し、「想定外」の洪水が

起きた場合の対処、ダムの撤去費用等まで含めて比較

検証しなければ、科学的な検証はできない。

・｢ダム事業の検証に係る検討に関する再評価実施要領

細目｣において、「河川を中心とした対策に加えて流域を

中心とした対策を含めて幅広い治水対策案を検討する

こととする。」「治水対策案が多い場合には、（略）概略評

価を行うことにより、2～5 案程度の治水対策案を抽出す

る。」と規定されており、これに基づき検討を行っていま

す。 

・具体的には、「立野ダムを含まない治水対策案」につい

ては、「ダム事業の検証に係る検討に関する再評価実施

要領細目」に示された 26 の方策を適用性などを考慮し

て組み合わせ、５つグループで15の案を立案し、各グル

ープで最も妥当な案を抽出（比較はコストを重視し、安価

な対策案を選定する。同程度のコストと想定される場合

は、対策に伴う新たな補償（用地買収、家屋移転、橋梁

等の改築）が少なく、できるだけ不確定要素を含まない

対策案を選定する。）しています。 

・上記の内容については、「立野ダム建設事業の関係地

方公共団体からなる検討の場(第２回) 資料－４」及び

「立野ダム建設事業の関係地方公共団体からなる検討

の場(第３回) 資料－６」に、「ダム案を含まない治水対策

案」の概略評価結果を記載しています。 

 なお、抽出した治水対策案については、「ダム事業の

検証に係る検討に関する再評価実施要領細目」に示さ

れた７つの評価軸で評価を行っています。（「立野ダム建

設事業の関係地方公共団体からなる検討の場(第３回)

資料－７」参照） 

・｢ダム事業の検証に係る検討に関する再評価実施要領

細目｣において、「概略評価によって抽出した治水対策

案については、できる限り最新のデータや技術的知見を

用いて詳細に検討を行い、「安全度」、「コスト」、「実現

性」、「持続性」、「柔軟性」、「地域社会への影響」、「環

境への影響」の評価軸ごとに評価し、さらに目的別の総

合評価を行う。」と規定されており、これに基づき検討を

行っています。  

なお、ダムの堤体については、適切な維持管理を行う

ことにより永続的に使用する計画となっています。 
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表 6.2.14 寄せられたご意見と検討主体の考え方 

番号 
ご意見を踏まえた論点 

（下段は、論点に対するご意見の例） 
検討主体の考え方 

３）その他の意見 

２１  

立野ダムの賛否等に関する意見について 

イ）以下の理由から立野ダムは必要ない 

・河川改修（河道の改修、黒川遊水地）が進み、

3,000m3/s も流せるようになり、洪水が起きなくなったの

で、治水対策は十分であり、立野ダムは必要無い。 

・昭和28年の洪水被害の原因が子飼橋であること、今の

日本の財政状況（1000兆円の借金）、流域の地形から判

断しても立野ダムは中止すべき。 

・河川を連続堤防で固定してしまえば川床に土砂が堆積

するのは当然のことである。治水対策案①などの「河道

の掘削」は、立野ダムを建設するか否かにかかわらず、

実施すべき事業である。 

・穴あきダムはいかにも自然を壊さないと思わせるが、数

時間の洪水調節のためダムをつくるのは発想がおかし

い。 

・立野ダムの効果が 200m3/s と小さく、これくらいの効果

はダム以外でも対策可能である。

・白川は熊本を代表する川であり、立野ダムによりせき止

められて欲しくない。 

ロ）以下の理由から立野ダムは必要である 

・熊本市内の安全にとっては洪水調節ダムが必要であ

る。

・近年は災害が無いからよいものの、災害が発生したら

行政の責任である。早く立野ダムを完成すべきである。 

ハ）ダムは満水になれば放流するしかないし、増水した

河川の水位が一気に上昇することになりかねない為、ダ

ムによらない治水対策がこれからのあるべき治水事業だ

と思う。 

ニ）平成１４年の熊本市民委員会の意見はどうなったの

か。ダムは不要となったので９年間凍結したのではない

か。

・今回の立野ダム建設事業の検証は、｢今後の治水対策

のあり方に関する有識者会議｣がとりまとめた｢中間とりま

とめ｣を踏まえて、国土交通大臣から九州地方整備局に

対して、ダム事業の検証に係る検討を行うよう、指示され

るとともに、検討の手順や手法を定めた｢ダム事業の検

証に係る検討に関する再評価実施要領細目｣が通知さ

れ、これらに基づき、予断を持たずに検討を行っていま

す。  

・皆様の多様なご意見を伺いながら、検証作業に反映し

ていくこととしています。 

・イ）、ロ）「ダム事業の検証に係る検討に関する再評価

実施要領細目」の基本的な考えに基づき、河川整備計

画において想定している目標と同程度の目標を達成す

ることを基本として、検証対象ダムを含む案と検証対象

ダムを含まない複数の対策案を立案・評価し、対応方針

（案）を決定することとしております。 

なお、白川水系河川整備計画では、基準地点代継橋で

の目標流量を 2,300m3/s として、2,000m3/s の河道整備

と洪水調節施設の立野ダム及び黒川遊水地群の整備を

位置付けており、同計画に基づいた整備が完成したとし

ても、昭和 28年 6月の洪水規模に近い 3,000m3/s を安

全に流下させることはできません。 

また、昭和２８年の洪水被害の原因は大規模な豪雨によ

るところであり、子飼橋周辺も含め沿川の熊本市街のい

たるところで越水被害が生じたものと理解しております。 

・ハ）一般にダムは満水となったら流入してくる水量と同

じ水量が放流されます。下流河川については立野ダム

(案)が採用された場合、一般的なダムと同様に放流警報

設備や巡視により安全の管理に努めていくことになりま

す。 

・ニ）調査した範囲では熊本市民委員会という名称の委

員会や、「ダムは不要となった」旨の会議記録は確認で

きませんでした。平成１４年には、住民、学識者及び関係

機関等への意見聴取並びに公聴会等、幅広にご意見を

たまわり、「白川水系河川整備計画」を策定し、河川整備

やダム等を本計画に位置づけしているところです。 
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表 6.2.15 寄せられたご意見と検討主体の考え方 

番号 
ご意見を踏まえた論点 

（下段は、論点に対するご意見の例） 
検討主体の考え方 

２２ 

立野ダム建設事業の検証に係る検討に関する意見募集

について 

・意見書の提出様式が非常に書きづらい。なぜこのよう

な様式にしたのか。 

・ダム案かそれ以外の案かを選択させることは卑怯な手

段である。 

・意見募集の題名は、「立野ダム建設事業の治水対策案

に関する意見」とあるが、「立野ダムは当然作ったうえで

の対策案を募集する」と読めるように誘導している。事業

名は「白川河川整備事業」で、立野ダムの文字はないの

ではないか。冒頭には「立野ダム建設事業の検証に係る

検討に関する意見募集」と書いてある。 

・資料について治水対策案が１４案なのか１５案なのかわ

からない。いく通りも組み合わせているので益々分からな

い。意見を言う人が一人もいないことを狙っているのでは

ないか。

・今回の立野ダム建設事業の検証は、｢今後の治水対策

のあり方に関する有識者会議｣がとりまとめた｢中間とりま

とめ｣を踏まえて、国土交通大臣から九州地方整備局に

対して、ダム事業の検証に係る検討を行うよう、指示され

るとともに、検討の手順や手法を定めた｢ダム事業の検

証に係る検討に関する再評価実施要領細目｣が通知さ

れ、これらに基づき予断を持たずに検討を行っていま

す。 

・ご指摘を踏まえ、今後、パブリックコメント等により意見

募集を行う際には、様式の工夫や意見募集の対象をは

っきりさせるなど、わかりやすくなるよう努めてまいります。 
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6.3 意見聴取 

今後、学識経験を有する者等、関係住民及び関係地方公共団体の長からの意見聴取を実施

し、その結果等について記述する予定。 

6.3.1 学識経験を有する者等からの意見聴取 

学識経験を有する者等からの意見聴取を実施し、その結果について記述する予定。 

6.3.2 関係住民からの意見聴取 

関係住民からの意見聴取を実施し、その結果について記述する予定。 

6.3.3 関係地方公共団体の長からの意見聴取 

関係地方公共団体の長からの意見聴取を実施し、その結果について記述する予定。 

6.3.4 事業評価監視委員会からの意見聴取 

事業評価監視委員会からの意見聴取を実施し、その結果について記述する予定。 


